介護保険制度による福祉用具貸与・購入及び住宅改修に関する研究

－ 福島県矢祭町のアンケート調査をもとに －
難波 利光（東日本国際大学福祉環境学部）

はじめに

　現在，地方分権の進展により，市町村は，基礎自治体として地域において包括的な役割を果たしていくことが望まれており，地域資源を活用し，まちづくり，福祉，教育などといった住民に身近な事務を着実に処理できる行政が求められている。また，少子高齢化の進展等に的確に対応し，国及び地方を通じた厳しい財政状況下において行政サービスの維持・向上を図っていくためにも，今後も自主的な市町村合併を積極的に推進する必要があるとされている。そのような中で，市町村合併に関して驚くべき宣言を出した町がある。多くの市町村が市町村合併に向け検討している折りに，矢祭町は合併を行わないことを宣言したのである。

　そこで本論文では，市町村合併をしないことをいち早く宣言した福島県矢祭町の介護保険制度による福祉用具・購入と住宅改修がどのような動向にあるのか考察する。まず，矢祭町の現状を述べた上で，平成16年11月に矢祭町の高齢者及び認定者1,900人弱を対象に行ったアンケート調査
をもとに分析を行った。この分析により，介護保険サービスの今後のあり方を明らかにするものである。

１. 矢祭町の介護保険事業の現状
矢祭町は，地理的にみても福島県の最南端にあり，辺境である。合併しても中心にはなりえず，周辺部になることは間違いない。矢祭町が「合併しない宣言」をしたのは，平成13年10月末のことである。人口7,000人ほどの小さな町が国の方針に異議を唱えたと日本中を驚かせた。しかし，矢祭町は歴史的な事情や地理的な状況を踏まえ，単独の道を自主的に選択したにすぎないのである。そして，いまなお，自立したまちづくりに懸命な努力を続けているのである。さらには，町が自立のために住民サービスを低下させているかのように誤解されているが，全く違うといえる。行財政改革を行い，住民サービスを向上させているのである。そこで自治体の事業計画とアンケート調査をもとに矢祭町の現状をみる。
平成17年現在，介護保険料は，月額1,940円である。介護保険給付費は，平成12年度191,442,838円，平成13年度263,513,995円，平成14年度302,222,770円，平成15年度308,854,507円と増加傾向にある。

平成16年8月31日現在の介護保険運営状況は，1号被保険者（65歳以上）2,058人中に要介護認定者数235人（認定率11.4%）である。認定内訳は，要支援 (25人)，要介護1 (50人)，要介護2 (51人)，要介護3 (30人)，要介護4 (44人)，要介護5 (35人) である。サービス利用者数は191人であり，その内，居宅サービス受給者は140人，施設サービス受給者は51人である。
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　表1により介護保険事業の利用者数と費用額をみる。在宅の利用割合は，73.3%である。費用総額の割合は，在宅が45.1%を占めている。一人当たりの年間費用は，在宅90,621円，施設303,392円である。在宅の方が，かなり安くなっていることが分かる。
在宅サービスを種類別に考察する(表2参照)。サービス別に利用人数の構成比率が高い順に示すと，「通所介護」73人(26.8%)，「福祉用具貸与」57人(21.0%)，「訪問介護」48人(17.6%)，「短期入所」30人(11.0%)である。サービス別に費用額の構成比率が高い順に示すと，「通所介護」3,354千円(29.6%)，「短期入所」3,183千円(28.1%)，「訪問介護」1,814千円(16.0%)，「福祉用具貸与」994千円(8.8%)である。福祉用具貸与に関して利用人数は多いといえるが，費用額をみると全体的に少ないといえる。
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　介護保険対象サービスにおける福祉用具貸与
，福祉用具購入
，住宅改修
に限定して考察を行う。
　まず，老人保健福祉サービスにおける家族介護支援事業の利用状況（平成14年2月現在）における介護用品の支給をみると，利用したことがある36人（2.1%），知っているが未利用663人（38.4%），制度を知らない538人（31.1%）である。介護用品の支給の利用意向は，利用したい503人（29.1%），利用したくない464人（26.9%）である
。
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　介護保険サービスの利用状況に関して福祉用具の貸与・購入についての利用状況，利用意向，評価を表3でみる。利用状況は，利用している人が40人（39.2%）である。利用意向は，利用したい人が31人で30.4%である。その評価に関しては，32.5%の人が満足していると答えている。未利用等の理由は，「サービスの必要がない」4人(6.3%)，「今のサービスで十分」5人(7.8%)，「利用者負担が重い」1人(1.6%)になっている。
次に住宅改修に関する現状を示す。住宅の構造や設備等で支障となっていることについてみると，割合の高い順に「玄関などの段差」(30.4%)，「浴槽，トイレ等の段差」(26.5%)，「浴槽が使いにくい」(19.6%)，「トイレが使いにくい」(12.7%)，「廊下等に手すりがない」(10.8%)である
。室内設備で改善，整備をしている箇所をみると，割合の高い順に「洋式トイレに変えている」(38.2%)，「階段，トイレ等に手すり」(24.5%)，「階段の解消」(14.7%)，「またぎやすい浴槽」(9.8%)である
。
老人保健福祉サービスにおける生活支援事業の利用状況（平成14年2月現在）についての住居改修支援をみると，利用したことがある５人（0.3%），知っているが未利用470人（27.2%），制度を知らない651人（37.7%）である。住宅改修支援の利用意向は，利用したい271人（15.7%），利用したくない605人（35.0%）である
。
介護保険サービスの利用状況における住宅改修について表3でみると，利用している7人（6.9%），利用していない50人（49.0%）である。利用意向は，利用したくない人の割合が32.4%であり，利用したい割合を上回っている。その評価に関しては，無回答が多く判断できない。未利用の理由は，「今のサービスで十分」10人(19.2%)，「サービスの必要がない」6人(11.5%)，「利用者負担が重い」1人(1.9%)である。
２. アンケート調査による分析結果
２－１　福祉用具購入
　福祉用具購入人数をみると，購入あり76人，購入なし97人である。購入内容は，腰掛便座40人，入浴補助用具41人，特殊尿器2人，簡易浴槽0人である。福祉用具購入の目的は，「あなた自身で自立するため」37人，「あなたが介護を受ける際，介護者の負担を少なくするため」21人，「ケアマネジャーなどにすすめられたから」4人，「介護保険で1割の負担で済むから」3人であった。この結果をみると，介護保険の本来の目的である自立を促すために福祉用具購入を利用していることは望ましいといえる。さらに利用者は，金銭的負担よりも介護者の身体的・精神的負担に配慮を行っていることがわかった。
２－２　福祉用具貸与

　福祉用具貸与の利用者数をみると，貸与をしている人が13人，貸与をしていない人が21人である。貸与を行っている人のほとんどは，特殊寝台11人である。福祉用具貸与の目的は，「あなた自身で自立するため」20人，「あなたが介護を受ける際，介護者の負担を少なくするため」17人，「試してみたかった」1人，「ケアマネジャーなどにすすめられたから」4人，「介護保険で1割の負担で済むから」1人であった。福祉用具貸与の目的は，福祉用具購入の目的とほぼ一致している。
２－３　住宅改修
[image: image4.png]R4 EEUBERENE

s | =6 | | B BT B BE (=0
[ESDHY L5 ) 3 1 3 6 2 10 15
BEORH 3 2 o 4 2 o 5 5
LUL0ZE 1 1 [ [ [ [ 4 3
[(ExHozs | o 1 o o o o 4 4
&5 9 1 1 1 8 2 23 21

HR) BRRESE [ ERREERE (SR REME] 20045118 & Y fER.




　住宅改修をしたことがある人数は46人，したことがない人数は120人である。住宅改修の目的は，「あなた自身で自立するため」27人，「あなたが介護を受ける際，介護者の負担を少なくするため」13人，「ケアマネジャーなどにすすめられたから」1人，「介護保険で1割の負担で済むから」1人であった。　表4で住宅改修箇所についてみる。改修の箇所は，浴室23人とトイレ27人が大半である。その内容は，手すりの取り付けが浴室10人，トイレ15人と全体的に多い割合である。次いで，段差の解消である。
むすびにかえて

　矢祭町は，市町村合併を行わず，自立した運営を行うことを選択した。しかし，介護保険財政は，逼迫しているのが現状である。そこで，住民にとって必要なサービスを把握することが求められている。
老人保健福祉計画の策定指針において，住民参加の位置づけがなされているとともに，介護保険法においては，介護保険事業計画により介護サービスの水準が明らかにされて，それが保険料の水準にも影響を与えることから，本事業計画の策定，変更にあっては，被保険者の意見を反映させるための措置を講じることが義務づけられている。現状として，在宅サービス利用率は高く，負担額も低く抑えられている。さらに，在宅サービスに占める福祉用具貸与利用率は高く，費用額の構成比率は低いといえる。平成14年度に比べ，福祉用具貸与・購入および住宅改修をした人は増加している。しかも，必要とされている住宅改修箇所も一定の傾向がみられている。これらの点を考慮に入れると，在宅福祉への方向性を位置づけている介護保険サービスに合致しているといえる。矢祭町は，住民のニーズにあった在宅サービスを事業計画に取り入れ，介護保険財政を少しでも圧迫しないような政策を打ち立てると考えられる。
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�  特殊寝台等の日常生活を支援する用具を貸与することにより高齢者の日常生活の便宜を図るものである。


�  福祉用具のうち，貸与になじめない入浴や排泄のための用具を購入することにより高齢者の日常生活の便宜を図るものである。支給限度額年間10万円(毎年4月1日から1年間)である。


�  手すりの取り付けや段差の解消のためのスロープの取り付け等の小規模な住宅改修を行うことにより日常生活の便宜を図るものである。支給限度額20万円(原則1回限り)である。


�  前掲，平成15年3月，p.37参照


�  福島県矢祭町『高齢者保健福祉実態調査結果報告書』平成14年3月，p.2-9参照。
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